
様式第５号（教育実習実施計画に関する書類）

教 育 実 習 等 実 施 計 画

１ 教育実習等の内容及び成績評価等

① 教育実習の時期

４年次 ６月～９月

② 教育実習の実習期間・総時間数

⑴ 教育実習Ⅰ…２週間（８０時間）

⑵ 教育実習Ⅱ…１週間（４０時間）※中学校教諭：教育実習Ⅰ・Ⅱ、高等学校教諭：教育実習Ⅰ

③ 教育実習校の確保の方法

大学と教育委員会が事前協議をしたうえで、学生自らが受入れ交渉を行い、実習校を確保する。

④ 実習内容

⑴ 授業参観

⑵ 授業担当（原則として、３時間（３回）以上）

⑶ その他、放課後の研究指導、学級経営・特別活動への参加等

⑤ 実習生に対する指導の方法

教職専任教員が実習校の実習指導教諭と打合せを行い、学生を指導するとともに、教職専任教員が実習

校を巡回し研究授業を指導する。

⑥ 実習の成績評価（評価の基準及び方法）

※ 評価項目表、評価シート等がある場合は、本計画書に添付すること。

⑴ 教育実習評価の資料として、本学で準備した教育実習成績報告書の提出を、実習校校長及び実習指導

教諭に依頼する。

⑵ 実習生は教育実習記録を作成し、実習指導教諭の指導を受け、実習終了後に大学に提出する。

⑶ 上記資料に基づき教育実習授業担当教員が評価する。

２ 事前及び事後の指導の内容等

① 時期及び時間数

⑴ 事前指導

2 年次：2 時間、3 年次：2 時間、4 年次：8 時間

⑵ 事後指導

4 年次：4 時間

② 内容（具体的な指導項目）

⑴事前指導

・教育実習事前指導（2 年次、大学教員 2 時間）

・教育実習事前指導（3 年次、大学教員 1 時間）

・現役・退職教員による教職に関する講話（2 年次、1 時間、4 年次 2 時間）

・教育実習実践指導（4 年次、大学教員による講義・4 時間）

・卒業生による教育実習体験講話（4 年次、2 時間）

⑵ 事後指導

・教育実習事後指導（4 年次、大学教員による講義・4 時間）
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③ 教育実習等におけるハラスメントの防止等に関する学生への指導（相談窓口の周知を含む）及び学内の

相談体制等について

教育実習事前指導時に、担当教員から教育実習中等のハラスメントについて説明し、本学のハラスメン

ト相談窓口（本学のハラスメント相談室の制度）について周知。

① 大学内の各学部・学科等との連絡調整を行う委員会等

・ 委員会等の名称

広島市立大学教職課程委員会

・ 委員会等の構成員（役職・人数など）

⑴ 副理事（教育支援担当）

⑵ 教育実習Ⅰ又は教育実習Ⅱを担当する専任教員

⑶ 各学部において前条第１号に掲げる科目を担当する専任教員のうちから副学長（教育・学生支援担当）

が指名する者

・ 委員会等の運営方法

年 4 回程度開催し、下記の事項について審議する。

⑴ 教職科目に関する事項

⑵ 教育実習の実施に関する事項

⑶ 介護等体験の実施に関する事項

⑷ 教職課程の企画・運営・点検・評価に関する事項

⑸ 課程認定の申請に関する事項

⑹ その他教職課程に関し必要な事項

【委員会の組織図】

経営協議会―理事会―教育研究評議会

学生委員会 国際交流委員会 全学共通教育委員会 教務委員会 

教職課程委員会

② 大学外の関係機関（例：都道府県及び市区町村教育委員会など）との連絡調整等を行う委員会等

・ 委員会等の名称

①と同様

・ 委員会等の構成員（役職・人数など）

①と同様

・ 委員会等の運営方法

①と同様

【委員会の組織図】①と同様

３　教育実習に関して連絡調整等を行う委員会・協議会等（以下「委員会等」という。）

2



４ 教育実習の受講資格

3 年次修了までに以下の条件を充たすこと。 
科 目 中一種免 高一種免

教科及び教科の指導法に関する科目 14 単位以上修得 18 単位以上修得 
教育の基礎的理解に関する科目，道

徳、総合的な学習の時間等の指導法

及び生徒指導、教育相談等に関する

科目、教育実践に関する科目

「教師論」、「教育原理」

及び、実習教科の「教科

教育法」を含む 16 単位以

上修得

「教師論」、「教育原理」

及び、実習教科の「教科

教育法」を含む 12 単位

以上修得

○ 中学校：63 校 高等学校： 7 校 中等教育学校： 1 校 特別支援学校：1 校 

５ 実習校
教育

実習

体験

活動
学級数の合計

広島市教育委員会○

幼稚園○学級、小学校○学級、中学校○学級、高等学校○学級、特別支援学校○学級
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